
【施設基準】

イ、オンライン請求を行っています

ロ、診療報酬明細書を無償で交付しています

ハ、オンライン資格確認を行う体制を有しています

ニ、医師がオンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診察を

行う診察室において、閲覧又は活用できる体制を有しています

ホ、オンライン資格確認に係る十分な実績を有しています

　　(マイナ保険証利用率30％以上)

ヘ、明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を

実施するために十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、院内の

見やすい場所に掲示しています

ト、明細書発行に関する事項と医療DXの体制に関する事項についてホームページ

にも掲載しています

チ、マイナポータルの医療情報等に基づき、健康管理に係る相談に応じる体制を

有しています

　当院では医療DXの推進に伴い【電子的診療情報連携体制整備加算3】を

初診時（４点）、再診時（２点）を算定しておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。

2026年6月　北九州古賀病院

　当院では、2026年度の診療報酬改定に伴う【電子的診療情報連携体制整備加算】

について、以下の施設基準を満たした医療機関として届出を行っています。

電子的診療情報連携体制整備加算について



当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から

領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行して

います。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、代理の方への発行

や明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

 当院では、医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施するための

十分な情報を取得、及び活用して診療を行っています。

①オンライン請求を行っています

②オンライン資格確認を行う体制を有しています

③医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診察を

行う診察室において、閲覧又は活用できる体制を有しています

④マイナンバーカードの保険証利用について、お声かけ、ポスター掲示を

行っています

北九州古賀病院　病院長

明細書の発行について

医療DX推進の体制について


